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＜３．（１）③関係＞ 

 

〇エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和五十四年法律第四十九号）（抄） 

（エネルギー管理統括者） 
第八条 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第十五条第一項の中長期的な計画の作成事

務、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維
持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者（以下こ
の条及び次条第一項において「エネルギー管理統括者」という。）を選任しなければならない。 

２ エネルギー管理統括者は、特定事業者が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならな
い。 

３ 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経
済産業大臣に届け出なければならない。 
（エネルギー管理企画推進者） 

第九条 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる者のうちから、前条第一項に規定
する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者（以下この条において「エネルギー管理企画推進
者」という。）を選任しなければならない。 
一 経済産業大臣又はその指定する者（以下「指定講習機関」という。）が経済産業省令で定めるところ

により行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者 
二 エネルギー管理士免状（第五十一条に規定するエネルギー管理士免状をいう。以下この節において同

じ。）の交付を受けている者 
２ 特定事業者は、前項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済

産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産
業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推進者の資質の向上を図るための講習を受けさせな
ければならない。 

３ 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任につい
て経済産業大臣に届け出なければならない。 

 
○鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）（抄） 
（安全管理規程等） 

第十八条の三 鉄道事業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届
け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために鉄道事業者が遵守すべき次に掲げる事項（第三種鉄道事業
者にあつては、第五号に係るものを除く。）に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定
めたものでなければならない。 
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項 
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項 
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項 
四 安全統括管理者（鉄道事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上

の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、鉄道事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通
省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。）の選任に関する事項 

五 運転管理者（鉄道運送事業者が、第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、列車の運行の管
理、運転士及び車掌の資質の保持その他の運転に関するものを行わせるため、鉄道事業に関する一定の実
務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。）の選
任に関する事項 

３ 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該鉄道事業者に対し、これ
を変更すべきことを命ずることができる。 

４ 鉄道事業者は、安全統括管理者及び運転管理者（第三種鉄道事業者にあつては、安全統括管理者）を選任
しなければならない。 

５ 鉄道事業者は、安全統括管理者又は運転管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めると
ころにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 

６ 鉄道事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければ
ならない。 

７ 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運転管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者
又は運転管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると
認めるときは、鉄道事業者に対し、当該安全統括管理者又は運転管理者を解任すべきことを命ずることがで
きる。 
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＜３．（２）①関係＞ 

 
〇エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和五十四年法律第四十九号）（抄） 
（荷主の判断の基準となるべき事項等） 

第百七条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギー
の使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条第一項第一号及び第二号に掲げる措置並びに当該貨
物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措
置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。 

２ 経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主による貨物輸送事業者に行わせる電気を使用した貨物の輸送に係
る電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、前条第一項第三号に掲げる事項その
他当該荷主が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。 

３ 第九十九条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項及び前項に規定する指針に準用
する。 
（指導及び助言） 

第百八条 主務大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適
確な実施又は電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、
荷主に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、第百六条第一項第一号及び第
二号に掲げる措置の実施について必要な指導及び助言をし、又は電気を使用した貨物の輸送を行わせる荷
主に対し、前条第二項に規定する指針を勘案して、第百六条第一項第三号に掲げる措置の実施について必
要な指導及び助言をすることができる。 
（中長期的な計画の作成） 

第百十条 特定荷主は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、第百七条第一項に規定する判断の基
準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合
理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 
（定期の報告） 

第百十一条 特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の
輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況（当該貨物の輸送に
係るエネルギーの使用の効率及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の
排出量に係る事項を含む。）及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実
施の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 

２ 経済産業大臣は、前項の経済産業省令（貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用
に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。）を定め、又はこれを変更しようとするときは、
あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。 
（勧告及び命令） 

第百十二条 主務大臣は、特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理
化の状況が第百七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認める
ときは、当該特定荷主に対し、同条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案
して、その判断の根拠を示して、当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をと
るべき旨の勧告をすることができる。 

２ 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定荷主がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表す
ることができる。 

３ 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をと
らなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る
措置をとるべきことを命ずることができる。 
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＜３.（２）②関係＞ 
 
 多重下請関係 
○建設業法（昭和二十四年法律第百号）（抄） 
（一括下請負の禁止） 

第二十二条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他
人に請け負わせてはならない。 

２ 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならな
い。 

３・４ （略） 
（施工体制台帳及び施工体系図の作成等） 

第二十四条の八 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施
工するために締結した下請契約の請負代金の額（当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の
額の総額）が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令
で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事
の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備
え置かなければならない。 

２ 前項の建設工事の下請負人は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、
国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は
名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければ
ならない。 

３ 第一項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規定により備え置かれた施工
体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。 

４ 第一項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施
工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならな
い。 

 
 契約条件の明確化関係 
○内航海運業法（昭和二十七年法律第百五十一号）（抄） 

（書面の交付） 
第九条 内航海運業者は、内航海運業に係る業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合

を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価その他の国土交通省令で定める事項を
記載した書面を交付しなければならない。 

２ 内航海運業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手
方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情
報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。）により提供することができ
る。この場合において、当該内航海運業者は、当該書面を交付したものとみなす。 

 
○建設業法（昭和二十四年法律第百号）（抄） 

（建設工事の請負契約の内容） 
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書

面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 
一 工事内容 
二 請負代金の額 
三 工事着手の時期及び工事完成の時期 
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容 
五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期

及び方法 
六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつ

た場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定
め 

七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め 
八 価格等（物価統制令（昭和二十一年勅令第百十八号）第二条に規定する価格等をいう。）の変動若し

くは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 
九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め 
十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び

方法に関する定め 
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十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 
十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 
十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべ

き責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするとき
は、その内容 

十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 
十五 契約に関する紛争の解決方法 
十六 その他国土交通省令で定める事項 

２ 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更
の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 

３ 建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該
契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で
あつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができ
る。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じ
たものとみなす。 
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＜３．（３）①＞ 
 
○流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（平成十七年法律第八十五号）（抄） 

（定義） 
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 （略） 
二 流通業務総合効率化事業 二以上の者が連携して、輸送、保管、荷さばき及び流通加工を一体的に行

うことによる流通業務の総合化を図るとともに、輸送網の集約、効率性の高い輸送手段の選択、配送の
共同化その他の輸送の合理化を行うことによる流通業務の効率化を図る事業（当該事業の用に供する特
定流通業務施設の整備を行う事業を含む。）であって、物資の流通に伴う環境への負荷の低減に資すると
ともに、流通業務の省力化を伴うものをいう。 

三～十七 （略） 
（総合効率化計画の認定） 

第四条 流通業務総合効率化事業を実施しようとする者（当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設
立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。）は、共同して、その実施しようとする流通
業務総合効率化事業についての計画（以下「総合効率化計画」という。）を作成し、これを主務大臣に提出
して、その総合効率化計画が適当である旨の認定を受けることができる。 

２～14 （略） 
（独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による流通業務総合効率化事業の推進） 

第二十条の二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」という。）は、流通業務総合効
率化事業を推進するため、次の業務を行う。 
一 認定総合効率化事業の実施に必要な資金の貸付けを行うこと。 
二 前号に掲げる業務に関連して必要な調査を行うこと。 

２ 機構は、前項第一号に掲げる業務を行う場合には、国土交通大臣の認可を受けて定める基準に従わなけ
ればならない。 

３ 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣、農林水産大臣及び経済産業
大臣に協議しなければならない。 

 

○資源の有効な利用の促進に関する法律（平成三年法律第四十八号）（抄） 
（使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定） 
第二十七条 指定再資源化事業者は、単独に又は共同して、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源
化を実施しようとするときは、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していること
について、主務大臣の認定を受けることができる。 
一 当該自主回収及び再資源化が前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合するものである

こと。 
二 当該自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合するものである

こと。 
三 前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有するものであること。 
四 同一の業種に属する事業を営む二以上の指定再資源化事業者の申請に係る自主回収及び再資源化にあ

っては、次のイ及びロに適合するものであること。 
イ 当該二以上の指定再資源化事業者と当該業種に属する他の事業者との間の適正な競争が確保されるも

のであること。 
ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。 

２ （略） 
３ 主務大臣は、第一項の認定の申請に係る自主回収及び再資源化が同項各号のいずれにも適合していると
認めるときは、同項の認定をするものとする。 

第三十条 主務大臣は、同一の業種に属する事業を営む二以上の指定再資源化事業者の申請に係る自主回収
及び再資源化について第二十七条第一項の規定による認定（第二十八条第一項の規定による変更の認定を
含む。次項及び次条において同じ。）をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該申請
に係る自主回収及び再資源化のための措置について、公正取引委員会に意見を求めることができる。 

２ 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、前項の規定により意見を求められた
自主回収及び再資源化のための措置であって主務大臣が第二十七条第一項の規定により認定をしたものに
ついて意見を述べることができる。 

 
 
 

（以上） 


